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米沢市が発注する建設工事に係る競争入札参加資格審査申請書の受付を以下のとおり行

います。 

 

1 受付期間 

持参の場合：令和７年２月３日（月）から令和７年２月 20日（木）まで 

（土・日曜日、祝日を除く） 

９時～16時（12時～13時を除く） 

郵送の場合：令和７年１月 15日（水）から令和７年２月 20日（木）まで 

※当日消印有効 

※市内に、本店又は委任されている営業所がない申請者のみ郵送とします。 

※郵送に関する詳細は P７「８ 郵送で申請書を提出する場合」を参照してください。 

 

２  受付場所  

 米沢市役所 総務部 契約検査課（３階） 

 〒992-8501 米沢市金池五丁目２番 25号 

 電話：0238-22-5111 （内線 2501・2502） 

 

３ 有効期間 

 令和７年４月１日から令和９年３月 31日まで（２カ年） 

 

４ 参加資格要件 

 次のいずれかに該当する場合は受付できません。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する 

者 

（２）米沢市の市税、法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税のいずれかについ 

て未納がある者 

（３）米沢市暴力団排除条例（平成２４年米沢市条例第１号）第２条第１号から３号に 

該当するとき 

（４）建設業法による許可を受けていない者 

（５）経営規模等評価結果通知及び総合評定値通知に総合評定値（Ｐ）が記載されてな

いもの 

（６）経営規模等評価結果通知及び総合評定値通知の登録を希望する工事種別に総合評

定値（Ｐ）が記載されていないもの 

（７）次のアからウまでに掲げる届出のいずれかを行っていない者（当該届出を行うこ 

とを要しない者を除く。） 

ア．雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

イ．健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

ウ．厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定のよる届出 

  ※経営規模等評価結果報告書・総合評定値通知書のその他審査項目（社会性等）の「雇

用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」、「厚生年金保険加入の有無」の欄が「有」
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又は「除外」となっている場合は添付書類の提出は不要です。ただし、「無」でそ

の後加入の手続きを行った場合は加入の確認のための添付書類が必要になります。

詳しくは P７「⑯ 社会保険等加入確認のための添付書類」を参照してください。 

 

５ 提出書類形式 

（１）Ａ４判フラットファイル（金属金具不可）に綴じてください。ファイルの色の指定

はありません。 

（２）綴じる順序は、P２「６ 提出書類」①～⑯の順に綴じてください。 

（３）表紙と背表紙にタイトル「競争入札参加資格審査申請書」、商号又は名称を記載し

てください。 

（４）P２「６ 提出書類」⑤、⑥及び⑪の様式については、本市添付書類の内容を満た

していれば任意様式でも可とします。 

▼不足書類があった場合は受理しません。 

▼虚偽の記載をしたときは、競争入札参加資格を得られない場合があります。 

 

６ 提出書類 

①  提出書類チェックリスト 

② 米沢市競争入札参加資格審査申請書 ・・・・・・・・・様式第 4号 

③  米沢市競争入札参加資格審査調書 ・・・・・・・・・・添付書類 1 

④ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写し） 

⑤  工事経歴書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添付書類 2 

⑥ 営業所一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添付書類 3 

⑦  技術職員名簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添付書類 4 

⑧ 納税証明書 

⑨  印鑑証明書 

⑩ 委任状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添付書類 5 

⑪  使用印鑑届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添付書類 6 

⑫ 身分証明書 

⑬  塗装工事（区画線設置等）登録調書 ・・・・・・・・・添付書類 7 

⑭ 等級別格付けに係る提出書類 

⑮  暴力団排除に関する誓約書  

⑯ その他の書類（社会保険等加入確認用） 

⑰ 資本関係又は人的関係に関する申告書 

⑱  切手を貼った返信用封筒 

 

７ 申請書及び提出書類の要領 

① 提出書類チェックリスト 

・申請者チェック欄をチェックし、不備、不足がないよう確認してください。 

・担当者チェック欄には何も記入しないでください。 
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② 米沢市競争入札参加資格審査申請書 【指定様式 様式第４号】 

・申請月日は、持参する月日とします。郵送の場合は P７「８ 郵送で申請書を提出する

場合」を参照してください。 

・申請者の代表者印は、実印とします。 

・商号（名称）・代表者氏名にはふりがなを記入してください。 

・登録状況の欄は、前年度に業者登録をしている方は「更新」、それ以外の方は「新規」

にチェックしてください。 

・委任の有無の欄は、該当するものにチェックしてください。 

・申請書記載担当者欄は確認が必要な時に使用しますので、申請書等の内容を熟知して

いる方を記入してください。 

③ 米沢市競争入札参加資格審査調書（工事） 【指定様式 添付書類１】 

・「１契約権限等の委任を受けている営業所」の欄は、申請書の「２委任先の有無」の欄

に「有」のチェックがある場合のみ記入してください。 

・２、３及び４については、経営事項審査を受けた業種で、登録を希望するものについ

て記入してください。 

・「４技術者情報」の「建設業の許可の種別」の欄は、２の表の略号で記入してください。 

・専任の技術者が建設業許可の種別を重複して登録している場合は、「建設業の許可の種

別」の欄に列挙してください。区分の欄は該当する建設業許可区分を囲んでください。 

④ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写） 

・直近のもので申請時において有効なものを提出してください。 

 （経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の有効期間は、審査基準日より１年７

カ月です。） 

⑤ 工事経歴書 【添付書類２】 

・「米沢市競争入札参加資格審査調書」の２又は３で登録を希望する業種の工事経歴書を

提出してください。（工事経歴書については、官民問いません。） 

※２のみ記載の方は、２で登録を希望する業種の工事経歴書を提出してください。 

※２と３に記載の方は、３で登録を希望する業種の工事経歴書を提出してください。 

・登録を希望する業種ごとに作成してください。 

・この表は、建設業法第２７条の２３第１項の規定により経営事項審査を受ける際に提

出する様式と同様なので、記入要領についても同様とします。 

・工事経歴書については、直近２カ年分の提出となりますので、直近の経営事項審査用

と直近の前の経営事項審査用の工事経歴書の写しでも可とします。 

・本添付書類の内容を全て満たしていれば、任意様式でも可とします。 

⑥ 営業所一覧表 【添付書類３】 

・「名称」の欄には、主たる営業所、その他すべての営業所を記入してください。登録

後の委任先の営業所を変更される場合は、この営業所一覧表に記入されている営業所

のみ変更可とします。 

・米沢市と常時契約する委任先がある場合は、その営業所の欄を蛍光ペン等でマーキン

グしてください。 

 ・建設業許可業種で、特定建設業の場合は「特」を一般建設業は「般」を記入してくだ
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さい。 

 ・本添付書類の内容を全て満たしていれば、任意様式でも可とします。 

⑦ 技術職員名簿 

・市内に主たる営業所又は委任先営業所がある場合は【指定様式 添付書類４】を使用

してください。有資格区分コードは建設業法に定められたコードとします。 

・舗装施工管理技術者について、１級のものは「舗－１」、２級のものは「舗－２」と記

入してください。 

・米沢市に主たる営業所又は委任先営業所がない場合は添付書類４の内容を満たしてい

れば、任意様式又は経営事項審査を受ける際に提出する「技術職員名簿」でも可とし

ます。 

・技術職員名簿の右上に、商号又は名称を記入してください。 

・米沢市と常時契約する委任先の技術者については、その技術者の欄を蛍光ペン等でマ

ーキングしてください。 

・米沢市に主たる営業所がある場合、又は米沢市と常時契約する委任先がある場合は、

建設業法第７条第１項第２号に規定する営業所専任の技術者を確認できるよう欄外右

側に朱書きで「専」と記入してください。 

⑧ 納税証明書（写し可） 

《納税証明の提出種別》 

（ア）米沢市長が発行する登録基準年度の前年度の納税証明書 

     原則として、令和６年度（令和６年 12 月 16 日以降発行）のもので、発行日に

おいて申告（納付）期限が到来しているものについて未納（未申告）がない証

明 

（イ）税務署で発行する納税証明書「その３の２」（申告所得税と消費税及び地方消費 

税に未納の税額がないことの証明） 

     審査基準日において３カ月以内に発行されたもの 

（ウ）税務署で発行する納税証明書「その３の３」（法人税及び消費税及び地方消費税 

に未納の税額がないことの証明） 

審査基準日において３カ月以内に発行されたもの 

  個人の場合 

《納税証明書の提出種別》 

①住所地が市内又は、住所地が市外で市内に固定資産等を有する場合：（ア）と（イ） 

②上記①以外の場合：（イ）のみ 

  法人の場合 

  《納税証明書の提出種別》 

①主たる営業所が市内の場合：（ア）と（ウ） 

②主たる営業所が市外の場合：（ウ）のみ 

③主たる営業所が市外で委任先が市内の場合：（ア）と（ウ） 

④主たる営業所が市外で委任先が市外の場合：（ウ）のみ 
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※「法人税（法人）・申告所得税（個人）及び消費税・地方消費税の納税証明書」は 

  税務署で発行されます。（法人：その３の３、個人：その３の２） 

  納税証明書の請求には e-Tax を使ったオンライン請求が便利です。（手数料が安価と

なり、窓口での待ち時間が短縮できます。）詳しくは国税庁の HPを御覧ください。 

⑨ 印鑑証明書 

 ・市内に主たる営業所又は委任先営業所がある場合は原本、市外の場合は写し可としま 

す。 

 ・審査基準日において３カ月以内に発行されたものを有効とします。 

 ・個人の場合：市町村長の発行する印鑑証明書 

  法人の場合：法務局の発行する代表者の印鑑証明書 

⑩ 委任状 【指定様式 添付書類５】 

・本添付書類の委任事項はすべて委任してください。 

・代表者印は、実印とします。 

⑪ 使用印鑑届 【添付書類６】 

・米沢市との契約等に実印を使用しない場合のみ提出してください。 

・様式は【添付書類６】の内容を満たしていれば任意様式でも可とします。 

⑫ 申請人の身分証明書（原本） 

 ・申請人が個人の場合に提出してください。審査基準日において３カ月以内に発行され

たものを有効とします。 

⑬ 塗装工事（区画線設置等）登録調書【指定様式 添付書類７】 

・県内に主たる営業所又は委任先営業所があり塗装工事（道路に設置する区画線、道路

標示の設置、消去するものに限る。）を登録希望するもので、経営規模等評価結果通知

書・総合評定値通知書の塗装工事に総合評定値（Ｐ）がある場合提出してください。 

・添付書類右上、番号の欄は記入しないでください。 

・塗装工事（道路に設置する区画線、道路標示の設置、消去するものに限る。）を登録希

望しない塗装工事登録希望申請者は提出不要です。 

⑭ 等級別格付に係る提出書類 

市内に主たる営業所又は委任先営業所がある申請者で、次の項目に該当するものがあ

れば提出してください。 

ＩＳＯ９０００・ＩＳＯ１４０００シリーズ登録者 

・登録証又は認証証の写しを提出してください。 

障がい者雇用 

・法定雇用義務があるもの 

   申請日直前の６月１日における公共職業安定所の受付印がある「障害者雇用状況

報告書」の写しを提出してください。 

・法定雇用義務がないもの 

   １名分の障害者手帳及びその雇用関係を確認できる書類の写しを提出してくだ  

さい。 
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子育て支援 

・常時雇用労働者数が１０１人以上のもの 

山形労働局の受理印のある「一般事業主行動計画策定届」及び労働基準監督署の

受理印のある「就業規則」の写し（全て）を提出してください。 

・常時雇用労働者数が１００人以下のもの 

山形労働局の受理印がある「一般事業主行動計画策定届」又は、労働基準監督署

の受理印のある「就業規則」の写し（全て）を提出してください。ただし、常時

雇用者数９人以下の事業者にあっては、「就業規則」に労働基準監督署の受理印が

ないものでも可とします。 

消防団協力事業者の認定 

・審査基準日において、米沢市消防団協力事業所の認定を受けている又は申請をし

ていること。 

    認定を受けている場合は、認定書の写真を提出してください。 

    申請中の場合は、申請書に受理印が押印されてある書類を提出してください。 

新規学卒者の採用 

   ＜審査対象期間：令和５年２月１日～令和７年１月 31日＞ 

ア．卒業証書（写し）又は卒業証明書（写し可） 

※卒業年月日が審査対象期間内であること。 

イ．雇用通知書（雇用契約書）（写し） 

※雇用通知年月日が審査対象期間内であること。 

ウ．健康保険証の写し等、常勤性が確認できるもの 

エ．雇用保険の資格取得年月日及び個人名が確認できるもの 

     ※1 提出書類は、１名につきア及びイを必須とし、さらにウ又はエのいずれか

から１つ（計３点）とする。ただし、最大２名までの提出とする。 

     ※2  新規学卒者の出身地（市内、市外の別）、出身校（中学・高校・大学・専

門学校等の別、市内市外の別）、現在の住所地・勤務地（市内市外の別）

は問わない。 

     ※3 卒業日が審査対象期間内にあり、基準日において雇用されていれば、卒業

日や雇用日は問わない。例えば令和５年３月に卒業した者を令和６年にな

ってから雇用した場合であれば、「新規学卒者」とする。また、「新規学卒

者」としているが、卒業日が審査対象期間内にあれば、雇用前に職歴があ

ってもよいこととする。 

更生保護の協力雇用主の登録及び実績   

・法務省山形保護観察所からの「協力雇用主」として登録及び実績の有無を証明す

るもの：「保護観察対象者等の雇用等に関する証明書」【証明書様式】 

※手続き及び確認に必要な書類等については山形保護観察所にお尋ねください。 

 

 

 

 

証明書申請先・問い合わせ先 

〒990-0046 山形市大手町 1-32 

電話番号 023-631-2277  

FAX 023-628-1934 

 



- 7 - 
 

健康経営優良法人の認定 

・日本健康会議から健康経営優良法人の認定を受けたことを証する認定証の写し 

・全国健康保険協会山形支部からやまがた健康企業事業所の登録を証する「やまが

た健康企業宣言登録証」の写し 

⑮ 暴力団排除に関する誓約書（元請負人用） 【指定様式】 

代表者印は実印とします。 

⑯ 社会保険等加入確認のための添付書類 

経営規模等評価結果報告書・総合評定値通知書のその他審査項目（社会性等）の「雇

用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」、「厚生年金保険加入の有無」の欄が「無」

となっている場合で経営規模等評価結果報告書・総合評定値通知書の審査基準日以降

に加入の届出を行った者のみ以下の書類を提出してください。 

当該書類により未加入でなくなったことが確認できた場合に限り、競争入札参加資

格審査申請を行うことができます。 

 （１）「雇用保険」が加入となった場合は、次のいずれかの書類を提出すること。 

・概算保険料又は確定保険料申告書の写し及び領収済通知書の写し 

・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知書）の写し 

・雇用保険適用事業所設置届（ハローワークの受領のあるもの）の事業主控えの写   

し 

 （２）「健康保険・厚生年金保険」が加入となった場合は次のいずれかの書類を提出する

こと。 

・申請時直近 1カ月分の領収証書の写し 

・標準報酬決定通知書の写し 

・被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し 

・健康保険・厚生年金保険新規適用届（年金事務所の受領印のあるもの）の事業主

控えの写し 

⑰  資本関係又は人的関係に関する申告書 

・提出対象者は、市内に主たる営業所又は委任先営業所がある申請者です。 

・記入要領や申告書、記入例は、ホームページ＞分類から探す＞仕事・産業＞入札・契

約＞入札参加資格申請＞建設工事及び測量コンサルタント業務等＞資本関係又は人

的関係に関する申告書にまとめて掲載しておりますので、ダウンロードしてご記入く

ださい。 

 

８ 郵送で申請書を提出する場合（市内に本店又は委任を受けた営業所がない申請者のみ） 

・２月１日以前に郵送する場合は、申請書様式第４号他の提出日を２月１日以降の日を記

入してください。申請書の内容は令和７年 1月 31日時点の状況等を記載してください。 

・米沢市では申請を受理した場合、受理票を発行しますので、切手を貼った返信用封筒を

同封してください。（不備・不足があった場合、申請書を一度預かります。こちらから不

備内容を連絡いたしますので再度お送りください。） 

※1郵送による申請は、持参による申請と比べると、不明な点をその場で確認できないた

め、受理や受理票の返送に時間を要する場合がありますので、発送は余裕をもって
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行ってください。 

※2郵送方法については任意ですが、申請書が届かない場合、責任は負いかねますのであ

らかじめご了承ください。郵送事故等による申請書の紛失を防止するため、簡易書

留等の配達記録が残る方法を推奨します。 

 

９ 申請書及び添付書類の記載事項及び添付書類の審査基準日 

  審査基準日は令和７年１月 31日（ただし、決算に関する事項については、審査基準日

の直前に決算の確定をした日）とします。  

 

１０ 証明書等の写しについて 

証明書等の写しによる場合は、写真機、複写機等を使用して機械的な方法により複写

したもので、ほぼ原寸大であり、かつ、鮮明であるものに限ります。 

 

１１ 参加できる契約の範囲 

  この申請によって登録された場合に参加できる競争入札の範囲は、建設工事に係るも

のです。 

 

１２ 参加登録後の諸項目変更の届出について 

 参加登録後に申請書記載事項の変更があれば、変更後速やかに変更届出等を提出して

ください。（ホームページに変更届（指定様式及び必要添付書類等）を掲載しています。）

ただし、登録期間中の委任先及び業種の追加は認めておりません。 

 

１３ 行政書士による代理申請 

  行政書士による代理申請を行う場合、下記についてご留意ください。 

① 委任状の提出 

代理申請を行う場合には、申請者本人から申請代理人への委任状を提出してくださ

い。 

② 申請書への押印 

代理申請の場合、申請書への押印は申請代理人指名記入箇所に申請代理人の押印 

をすれば足ります。したがって申請書の代表者印の押印は省略することができます。 

③ 行政書士としての資格を有することを証するものを添付してください。 

※申請書以外の書類については、代理申請の場合でも、申請者の代表印を省略するこ

とはできません。 

 

１４ 委任先、業種の追加申請について 

  現在登録されている業者で、委任先、業種の追加をする場合の提出書類は下記の書類

とします。 

①  提出書類チェックリスト 

② 米沢市競争入札参加資格審査申請書 ・・・・・・・様式第 4号 

③  米沢市競争入札参加資格審査調書 ・・・・・・・・添付書類 1 
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④ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（写し） 

⑤  工事経歴書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・添付書類 2（業種の追加） 

⑥ 営業所一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添付書類 3（委任先の追加） 

１５ その他 

建設業法第２７条の２３第１項の規定により経営事項審査を受け、その結果（経営規

模等評価結果通知書・総合評定値通知書）の写しを、毎年有効期間内に直近のものを提

出してください。（郵送可）提出がない場合は建設工事の競争入札に参加する者に選定さ

れません。 


